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■【一般事務・保育士・司書】
　　　　　　　基山町臨時的任用職員募集 　　

■ 採用候補者名簿登録について　　
　一定の基準を満たした受験者を合格とし、採用候補者名簿に登録します。採用候補者名簿登録の有効期間は、令和
５年４月１日から令和６年３月 31 日とします。臨時的任用の必要が生じた際に、登録者の中から採用します。
▽登録予定人員          一般事務・・・６名程度　　保育士・・・若干名　　一般事務（司書）・・若干名

■ 採用について

■ 申込みについて
▽申込書の請求方法

　申込書・採用試験実施要綱は、総務課行政係（役場３階）で配布しているほか、基山町ホームページからダウンロー
ドできます。郵便請求の場合は、封筒の表に『臨時的任用職員採用試験申込書請求』と朱書きし、宛名を明記した
定型の返信用封筒（Ａ４サイズが入る大きさ）に、120 円切手を必ず貼って同封してください。

▽申込書の提出方法
申込書に必要事項を記入し、写真欄に申込み６か月以内に撮影した本人の写真を貼って、総務課行政係までご提

出ください。郵送で申込みの場合は、封筒の表に『臨時的任用職員採用申込み』と朱書きし、必ず郵便書留でお送
りください。

▽受付期間

▽試験について

募集職種 採用予
定人員

任用期間

※任用期間は更新す
る場合があります。

受験資格
勤務時間・休暇等

※業務の都合により、時間外
勤務、休日出勤もあります。

給与 勤務先

一般事務 ６名
令和５年４月１日

から９月 30 日

（６か月間）

パソコン（ワープロ
及び表計算ソフト）
の操作ができる方

午前８時 30 分から
午後５時 15 分まで

（休憩時間は正午から午後
１時まで）

月額１５０，１００円を
基準に経歴により、この
額以上になることがあり
ます。

（上限は、月額
１９１，７００円）。

この他、期末勤勉手当、
時間外勤務手当、該当者
には、通勤手当、住居手
当、退職手当等の諸手当
が支給されます。

基山町役場

保育士 １名 保育士の資格を有す
る方

午前７時 30 分から
午後７時 00 分までのうち
７時間 45 分

（休憩時間は１時間）

基山町立
基山保育園

一般事務

（司書）
１名

採用日（随時）

から６か月間

司書の資格を有し、
パソコン（ワープロ
及び表計算ソフト）
の操作ができる方

午前８時 30 分から
午後５時 15 分まで　
又は、午前９時 30 分から
午後６時 15 分まで

（休憩時間は１時間）

基山町立
図書館

募集職種 受付期間

一般事務・保育士 １月 16 日（月）～２月６日（月）（土・日・祝日を除く）※郵送の場合は、２月６日（月）　必着

一般事務（司書） 随時（土・日・祝日を除く）※定員に達した時点で募集を中止します。

募集職種 日時 場所 内容

一般事務・保育士 2 月 14 日（火）
午前９時 30 分開始予定

※日時、場所等については決定次第応
募者に直接ご連絡します。

面接試験、作文試験、適性検査
パソコン操作試験（一般事務のみ）

一般事務（司書） 随時設定します。 役場３階会議室 面接試験、作文試験、
適性検査、パソコン操作試験

申問総務課  行政係
　　   ☎９２−７９１５

　　

※基山町ホームページで要綱等をご覧いただけます。

令和５年４月採用 　　

※全国健康保険協会、厚生年金保険法の被保険者になります。

町では、正規職員の育児休業等により欠員が生じ、代替職員が必要な場合に、
期限付きで任用し、正規職員と同様の業務に従事する臨時的任用職員を募集します。
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　　町からのお知らせ　　

１
月
31
日
（
火
）
ま
で
で
す
！

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊
急

支
援
給
付
金
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

現
在
、
町
で
は
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
緊
急
支
援
給

付
金
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

期
限
ま
で
に
ご
申
請
く
だ
さ
い
。
ま
た
、申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
で
、

申
請
書
類
等
が
必
要
な
場
合
に
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
給
付
額

１
世
帯
あ
た
り
５
万
円
（
１
世
帯
１
回
限
り
）

■
支
給
対
象
に
な
る
世
帯

（
１
）
住
民
税
非
課
税
世
帯

基
準
日
（
令
和
４
年
９
月
30
日
）
に
お
い
て
、
基
山
町
に
住
民
登

録
が
あ
り
、
世
帯
全
員
の
令
和
４
年
度
分
の
市
町
村
民
税
均
等
割

が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

※
対
象
と
な
る
世
帯
に
は
11
月
18
日
に
確
認
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

※
令
和
４
年
度
の
収
入
を
申
告
し
て
い
な
い
世
帯
に
は
確
認
書
を
送

付
し
て
い
ま
せ
ん
。
非
課
税
に
該
当
す
る
方
で
申
告
が
お
済
み
で
な
い

方
は
、
申
告
を
し
て
、
福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
２
）
家
計
急
変
世
帯

申
請
時
点
に
お
い
て
基
山
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
令
和
４
年
１
月

か
ら
令
和
４
年
12
月
ま
で
の
間
に
予
期
せ
ず
収
入
が
減
少
し
、
右
記

（
１
）
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

※
（
１
）、（
２
）
い
ず
れ
も
、
住
民
税
均
等
割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者

の
扶
養
親
族
等
の
み
か
ら
な
る
世
帯
を
除
き
ま
す
。

■
申
請
期
限

１
月
31
日
（
火
）
ま
で

※
た
だ
し
、
郵
送
申
請
の
場
合
に
は
、
必
着
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
問
合
せ
先

福
祉
課

社
会
福
祉
係

☎
（
９
２
）
７
９
６
４

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得

の
子
育
て
世
帯
分
）
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
物
価
高
騰
等
の
影
響
を
受
け
た
生
活
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
、
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
分
）

を
支
給
し
て
い
ま
す
。
次
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
方
で
、
ま
だ
支
給
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、
こ
ど
も
課
こ
ど

も
家
庭
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
※
既
に
本
給
付
金
を
受
給
さ
れ
た
方
は
除
き
ま
す
。

■
支
給
額

児
童
１
人
に
つ
き
５
万
円

■
支
給
対
象
者

①
②
の
両
方
に
当
て
は
ま
る
方
（
ひ
と
り
親
世
帯

を
除
き
ま
す
）

①
令
和
４
年
３
月
31
日
時
点
で
、
18
歳
未
満
の
児
童

（
障
害
児
の
場
合
、
20
歳
未
満
）
を
養
育
す
る
父
母

等
（
※
令
和
５
年
２
月
末
ま
で
に
生
ま
れ
た
新
生

児
等
も
対
象
に
な
り
ま
す
。）

②
令
和
４
年
度
住
民
税
（
均
等
割
）
が
非
課
税
の
方
、

又
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が
急
変

し
、
住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入
と
な
っ
た
方

■
給
付
金
の
申
請
手
続
き

申
請
書
に
振
込
先
口
座
な
ど
を
記
入
し
て
、
必
要

書
類
と
と
も
に
、
こ
ど
も
課
（
役
場
1
階
）
ま
で
直

接
又
は
郵
送
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
申
請
書
類
等
は
、

こ
ど
も
課
窓
口
又
は
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
準
備

し
て
い
ま
す
。

給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
方
に
対
し
て
、

申
請
内
容
を
確
認
し
て
指
定
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

※
令
和
４
年
度
（
令
和
３
年
中
）
の
収
入
を
申
告
し

て
い
な
い
場
合
は
、
申
告
を
し
て
、
こ
ど
も
課
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
申
請
期
限

2
月
28
日
（
火
）
ま
で

「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」
の″
振
り
込

め
詐
欺
〟
や″
個
人
情
報
の
搾
取
〟
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
都
道
府
県
・
市
町
村
や

厚
生
労
働
省
（
の
職
員
）
な
ど
を
か
た
っ
た
不
審
な

電
話
や
郵
便
が
あ
っ
た
場
合
は
、
町
や
最
寄
り
の
警

察
署
、
ま
た
は
警
察
相
談
専
用
電
話
（
＃
9
1
1
0
）

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

・
こ
ど
も
課

こ
ど
も
家
庭
係

☎
（
９
２
）
７
９
６
8

・
厚
生
労
働
省
「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分
）」
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
（
４
０
０
）
９
０
３

（
受
付
時
間

平
日
午
前
9
時
～
午
後
６
時
）




